第2回 全リ協・RECACO・住推協 住宅リフォームコンテスト
住まいと暮らしの改善部門　応募用紙

※Ｗｏｒｄで入力する場合は、□をクリックすると✔が入ります
	１．応募する部門の確認（必須）

	工事費　（　　　　　　）万円
100万円以上→ ☐ 住まいと暮らしの改善リフォーム部門
100万円以下→ ☐ 住まいと暮らしの改善プチリフォーム部門

	２．応募作品タイトル名（必須）　　注）公表する場合の作品名となります

	


	３．応募者

	会社名（必須）
※法人の場合は株式会社等も記入
	

	会員団体（必須）
※該当する団体にチェック
	☐全リ協　　　☐RECACO　　　☐住推協

	建築主の応募の了解（必須）
※了解を得ていない場合は応募不可
	☐了解を得ている
☐了解を得ていない

	連絡担当者（必須）
	氏名
	

	
	役職
	

	
	住所
	〒


	
	TEL
	

	
	FAX
	

	
	ﾒｰﾙ
	　　　　　　　　　@

	４．応募住宅の概要

	築年数
応募の当該工事を完成・引き渡しした年月（必須）
	築（　　　）年
西暦（　　　　　）年（　　　　　）月
※2021年9月以降の完成・引き渡しされた工事が応募の要件

	所在地（必須）
	都道府県　（　　　　　　　　　　）
市区町村　（　　　　　　　　　　）

	構造（必須）
	☐一戸建て　 ☐長屋建て 　☐共同住宅

	建方方式（必須）

	☐木造軸組　　　 ☐ツーバイフォー　 ☐木質系プレハブ
☐コンクリート系プレハブ　 ☐鉄骨系プレハブ
☐鉄筋コンクリート造　　☐鉄骨造　　☐鉄骨鉄筋コンクリート造
☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	階数（必須）
	（　　　　　）階建

	床面積（任意）
	該当工事部分　　（　　　　　　　）㎡
住宅の延床面積　（　　　　　　　）㎡

	当該リフォームの工事費・施工期間（必須）
	工事費　（　　　　　　）万円
施工期間　（　　　　　）日

	リフォーム部位（必須）

	☐居間　☐食堂　☐その他の居室　☐廊下 ☐階段　☐玄関
☐水廻りリフォーム（☐便所　☐洗面所　☐浴室　☐台所）
☐外部リフォーム　（☐外壁　☐屋根　　☐エクステリア）
☐マンション共用部　☐その他（　　　　　　　）

	性能向上の特性（必須）　※該当するものを全てチェックし、具体的改修内容を記述

	☐耐震性能　等級をUPしたもの
	ex.構造用合板を外壁全面に増張りし、等級2を4へ

	☐省エネ性能　等級をUPしたもの
	ex.開口部に全て内窓を付け、外壁の古いGW厚30を高性能GW厚90に入れ替え、床下にXPS厚65､天井に高性能GW厚155を入れ、等級2を4へ

	☐耐久性能　等級をUPしたもの
	

	☐バリアフリー性能　等級をUP
	

	☐防音・遮音性能　等級をUP
	

	☐防犯性能　等級をUPしたもの
	

	☐室内空気環境　等級をUPしたもの
	

	☐その他　　　　　　　　　　　　
	

	５． 主な仕上げ　※該当する部位や場所のみ必須

	外部　外壁
	

	　　　屋根
	

	内部　居間
	

	　　　台所
	

	　　　その他の居室
	

	　　　廊下等
	

	　　　水廻り
	

	　　　その他リフォーム部
	

	
	

	６．施主の概要（必須）

	世帯構成
	☐一人世帯　　☐夫婦のみ世帯　
☐親子世帯　　☐三世代世帯
☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	年齢構成
※居住者複数の場合は該当するものすべてにチェック
	☐65歳以上　　☐40～64歳　　
☐15～39歳　　☐14歳以下


	７．施主のリフォームの動機・目的・要望（必須）

	（１）リフォームの動機・目的・要望








（２）施主に特に喜ばれた点（リフォーム内容や工事手順等）








（３）施主の要望に応えるため苦労した点や難しかった点










	８．アピールポイント　　

	アピールポイントのある項目にチェックを入れてください（必須）
☐　①事業者の努力等により、顧客満足度の向上が図られている点
☐　②社会や居住者のライフスタイルの変化に対応し、居住者の暮らしのあり方を提案している点
☐　③住宅の各種性能の維持・資産価値の向上がうまく図られている点

	①事業者の努力等により、顧客満足度の向上が図られている点

	７．の（２）施主に特に喜ばれた点（リフォーム内容や工事手順等）や、（３）施主の要望に応えるため苦労した点や難しかった点を参考にご記入ください。







	②社会や居住者のライフスタイルの変化に対応し、居住者の暮らしのあり方を提案している点

	









	③住宅の各種性能の維持・資産価値の向上がうまく図られている点

	










	９．リフォーム前と後の図面（平面図、必要に応じて立面図や断面図）
　　＊平面が変わらないリフォームや部分リフォーム、エクステリアリフォームは必要ありません。

	【リフォーム前】

















	【リフォーム後】

















	１０．リフォーム工事前と施工後の写真　　※複数掲載可

	【リフォーム工事　前】（必須）

















	【リフォーム工事　後】（必須）


















	【リフォーム工事をしている職人さんの施工中の写真】（任意：写真がある場合のみ）
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